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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  ポリカーボネート樹脂（Ａ）１００重量部に、二官能シロキサン単位および三官能シロ
キサン単位からなる骨格と表面に有機官能基とを有するシリコーンゴム弾性体（Ｂ）０．
１～５重量部を含有してなることを特徴とする、浴室灯の照明カバー用光拡散性ポリカー
ボネート樹脂組成物。
【請求項２】
  シリコーンゴム弾性体（Ｂ）の重量平均粒径が０．５～１０μｍであることを特徴とす
る請求項１記載の浴室灯の照明カバー用光拡散性ポリカーボネート樹脂組成物。
【請求項３】
  請求項１または請求項２に記載の浴室灯の照明カバー用光拡散性ポリカーボネート樹脂
組成物を成形してなる浴室灯用照明カバー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ポリカーボネート樹脂および特定構造を持つシリコーンゴム弾性体からなる光
拡散性ポリカーボネート樹脂組成物に関する。また、本発明の光拡散性ポリカーボネート
樹脂組成物を成形してなる照明カバーは、優れた光拡散性、耐湿熱劣化性（耐加水分解性
）および耐衝撃性を有し、とりわけ浴室灯用照明カバーに好適に使用される。
【背景技術】
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【０００２】
　ポリカーボネート樹脂は、透明性、耐熱性ならびに耐衝撃性に優れているため、車両、
電気／電子、家庭用品、建材などの各分野で使用されている。浴室灯の照明カバーとして
使用される場合にあっては、優れた光透過性のみならず、光拡散性、すなわち内部光源の
透視（透け）防止が求められる。また、当該用途は高温多湿の環境下において使用される
ため、加水分解によるポリカーボネート樹脂の劣化を最小限に抑止することが求められて
いる。さらには、こういった照明カバーは比較的高所に設置されることが多いため、製品
を落とした際の落下強度（耐衝撃性）が要求特性の一つとして求められることが多い。
【０００３】
すでに乳半色で、かつ透明性に優れた照明灯カバー材料として、炭酸カルシウムと酸化チ
タンを併用してなるポリカーボネート樹脂組成物が提案されているが、光透過性、耐加水
分解性、光拡散性、耐衝撃性等性能のバランスにおいて必ずしも満足できるものではなく
、その改善が強く望まれていた。
【特許文献１】特公昭５７－２４８１６公報
【特許文献２】特開平６－３２９７３号公報
【特許文献３】特開平３－８６７６４号公報
【特許文献４】特開２０００－１６９７２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は、透明性に優れた照明灯カバー材料として、ポリカーボネート樹脂本来の優れた
特性を犠牲にすることなく、従来技術より格段に光透過性、耐加水分解性、光拡散性、耐
衝撃性等の性能バランスに優れるポリカーボネート樹脂組成物、ならびにそれからなる照
明カバー、とりわけ浴室灯用照明カバーを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者は、上記課題に鑑み鋭意研究を行った結果、ポリカーボネート樹脂に特定構造
のシリコーンゴム弾性体を特定量配合することにより、上記課題が解決できることを見出
し、本発明に到達したものである。
【０００６】
  すなわち、本発明は、ポリカーボネート樹脂（Ａ）１００重量部に、二官能シロキサン
単位および三官能シロキサン単位からなる骨格と表面に有機官能基とを有するシリコーン
ゴム弾性体（Ｂ）０．１～５重量部を含有してなることを特徴とする、浴室灯の照明カバ
ー用光拡散性ポリカーボネート樹脂組成物、ならびにそれからなる浴室灯用照明カバーを
提供するものである。

【発明の効果】
【０００７】
本発明の光拡散性ポリカーボネート樹脂組成物は、光拡散性、光透過性、耐加水分解性、
耐衝撃性に極めて優れることから、照明カバー、とりわけ浴室灯用照明カバーとして好適
に使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明に使用されるポリカーボネート樹脂（Ａ）とは、種々のジヒドロキシジアリール
化合物とホスゲンとを反応させるホスゲン法、またはジヒドロキシジアリール化合物とジ
フェニルカーボネートなどの炭酸エステルとを反応させるエステル交換法によって得られ
る重合体であり、代表的なものとしては、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロ
パン（ビスフェノールＡ）から製造されたポリカーボネート樹脂が挙げられる。
【０００９】
　上記ジヒドロキシジアリール化合物としては、ビスフェノールＡの他に、ビス（４－ヒ
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ビス（４－ヒドロキシフェニル）ブタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）オク
タン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）フェニルメタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシ
フェニル－３－メチルフェニル）プロパン、１，１－ビス（４－ヒドロキシ－３－第三ブ
チルフェニル）プロパン、２，２－ビス（４－ヒドロキシ－３－ブロモフェニル）プロパ
ン、２，２－ビス（４－ヒドロキシ－３、５－ジブロモフェニル）プロパン、２，２－ビ
ス（４－ヒドロキシ－３，５－ジクロロフェニル）プロパンのようなビス（ヒドロキシア
リール）アルカン類、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロペンタン、１，１
－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロヘキサンのようなビス（ヒドロキシアリール）
シクロアルカン類、４，４′－ジヒドロキシジフェニルエーテル、４，４′－ジヒドロキ
シ－３，３′－ジメチルジフェニルエーテルのようなジヒドロキシジアリールエーテル類
、４，４′－ジヒドロキシジフェニルスルフィドのようなジヒドロキシジアリールスルフ
ィド類、４，４′－ジヒドロキシジフェニルスルホキシド、４，４′－ジヒドロキシ－３
，３′－ジメチルジフェニルスルホキシドのようなジヒドロキシジアリールスルホキシド
類、４，４′－ジヒドロキシジフェニルスルホン、４，４′－ジヒドロキシ－３，３′－
ジメチルジフェニルスルホンのようなジヒドロキシジアリールスルホン類等が挙げられる
。
【００１０】
　これらは、単独または２種類以上混合して使用される。これらの他に、ピペラジン、ジ
ピペリジルハイドロキノン、レゾルシン、４，４′－ジヒドロキシジフェニル等を混合し
て使用してもよい。
【００１１】
　さらに、上記のジヒドロキシアリール化合物と以下に示すような３価以上のフェノール
化合物を混合使用してもよい。３価以上のフェノールとしてはフロログルシン、４，６－
ジメチル－２，４，６－トリ－（４－ヒドロキシフェニル）－ヘプテン、２，４，６－ジ
メチル－２，４，６－トリ－（４－ヒドロキシフェニル）－ヘプタン、１，３，５－トリ
－（４－ヒドロキシフェニル）－ベンゾール、１，１，１－トリ－（４－ヒドロキシフェ
ニル）－エタンおよび２，２－ビス－［４，４－（４，４′－ジヒドロキシジフェニル）
－シクロヘキシル］－プロパンなどが挙げられる。
【００１２】
　本発明で使用されるポリカーボネート樹脂（Ａ）の粘度平均分子量は１００００～１０
００００である。好ましくは１５０００～３５０００、より好ましくは１７０００～２３
０００であり、かかる芳香族ポリカーボネート樹脂を製造するに際し、分子量調節剤、触
媒等を必要に応じて使用することができる。
【００１３】
　本発明で使用するシリコーンゴム弾性体（Ｂ）は、下記一般式１で示される二官能シロ
キサン単位および下記一般式２で示される三官能シロキサン単位の骨格からなり、さらに
有機官能基が粒子の表面に存在しているものである。
一般式１
【００１４】
【化１】

【００１５】
一般式２
【００１６】
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【化２】

【００１７】
本発明のシリコーンゴム弾性体（Ｂ）を構成する骨格の内、二官能シロキサン単位の比率
は３０～９５重量％が好ましく、より好ましくは４０～７０重量％の範囲である。二官能
シロキサン単位の比率が大きくなる程、シリコン樹脂ゴム弾性体のガラス転移温度（Ｔｇ
）が低くなり、屈折率が低くなる。
【００１８】
また、三官能シロキサン単位は、シリコーンゴム弾性体（Ｂ）を構成するシロキサン単位
の５～７０重量％が好ましく、より好ましくは３０～６０重量％の範囲である。三官能シ
ロキサン単位は、シリコーンゴム弾性体（Ｂ）を架橋構造にするために用いられ、これに
より屈折率を高めることが可能である。
【００１９】
上記一般式１および一般式２に示されるＲ1 、Ｒ2 およびＲ3 は、有機官能基であるが、
なかでも炭素数１～２０の炭化水素基が一般的である。具体的には、メチル基、エチル基
、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ヘキシル基、ドデシル基；フェニル基、ベン
ジル基、トリル基、ナフチル基；ならびに後述の有機官能基が該当する。芳香族系の炭化
水素基を用いた場合は、シリコーンゴム弾性体（Ｂ）の耐熱性が向上するとともに屈折率
が高くなる。
【００２０】
本発明のシリコーンゴム弾性体（Ｂ）は、公知の方法で作ることができる。まずその骨格
は、例えば、「有機ケイ素ポリマーの合成と応用」（１９８９年１１月３０日株式会社シ
ーエムシー発行）に記載のごとく、二官能性と三官能性のクロロシランまたはアルコキシ
シランの共加水分解、共縮合による方法がある。この際用いるクロロシラン又はアルコキ
シシランのＳｉに直接結合している有機官能基を選択することにより、Ｒ1 、Ｒ2 、Ｒ3 
を決めることができる。
【００２１】
二官能シロキサン単位と三官能シロキサン単位の量比は、所望のシリコーンゴム弾性体（
Ｂ）のＴｇ、屈折率で選択すればよい。なお、シリコーンゴム弾性体（Ｂ）のＴｇは、－
５０～－２００℃が適している。屈折率は、１．３９～１．４６のものが適している。
【００２２】
本発明のシリコーンゴム弾性体（Ｂ）の表面に存在している有機官能基とは、シリコーン
ゴム弾性体（Ｂ）とポリカーボネート樹脂（Ａ）との親和性を発現させるものであり、具
体的には、ビニル基、アリル基、エチニル基、プロパルギル基のような不飽和アルキル系
官能基；メトキシ基、エトキシ基、フェノキシ基のようなエーテル系官能基；ホルミル基
、アセチル基、ベンゾイル基、アクリロイル基、メタアクリロイル基のようなアシル系官
能基；カルボキシ基のようなカルボン酸系官能基；アセトキシ基、メタクリロイルオキシ
基、アクリロイルオキシ基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基のようなエス
テル系官能基；シアノ基のようなニトリル系官能基、シアナト基のようなシアン酸エステ
ル系官能基、グリシジル基のようなエポキシ系官能基などが挙げられる。中でも、不飽和
アルキル系官能基、エーテル系官能基、アシル系官能基、エステル系官能基、エポキシ系
官能基が好ましい。
【００２３】
有機官能基の含有量はシリコーンゴム弾性体（Ｂ）全体の０．０５～１０重量％である。
とりわけ０．５～１０重量％が好適である。
【００２４】
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シリコーンゴム弾性体（Ｂ）表面に有機官能基を存在させるには、周知の方法がある。例
えば、前述のシリコーンゴム弾性体（Ｂ）の骨格を構成させる際、原料のクロルシラン、
アルコキシシランのＲ1 、Ｒ2 、Ｒ3 が当該有機官能基を有するものを選択する。あるい
は、「有機ケイ素ポリマーの合成と応用」に記載の方法を利用して、シリコーンゴム弾性
体（Ｂ）の骨格を形成させた後、まず表面に有る炭化水素基を塩素化し、これに有機官能
基を有するグリニア試薬と反応させる方法などがある。
【００２５】
シリコーンゴム弾性体（Ｂ）の粒径は、重量平均粒径で０．５～１０μｍであることが好
ましい。より好ましくは、１～５μｍの範囲である。粒径が０．５μｍ未満であると、粒
径が光の波長より小さくなるため、光が拡散しにくくなる場合がある。また、１０μｍを
超えると透過光が減少し、光拡散性能が低下するうえ、得られた光拡散性ポリカーボネー
ト樹脂組成物の衝撃強度が低下する場合がある。
【００２６】
なお、シリコーンゴム弾性体（Ｂ）は、東レ・ダウコーニング・シリコーン社製のトレフ
ィルＥシリーズ等の市販品として容易に入手可能である。
【００２７】
シリコーンゴム弾性体（Ｂ）の配合量は、ポリカーボネート樹脂（Ａ）１００重量部あり
０．１～５重量部である。より好適には０．５～３重量部、さらに好適には０．５～２重
量部の範囲である。配合量が０．１重量部未満であると、充分な光拡散効果が得られず、
光源が透けて見えるので好ましくない。また、５重量部を超えると、得られた光拡散性ポ
リカーボネート樹脂組成物の光線透過率や耐加水分解性が低下するので好ましくない。
【００２８】
ポリカーボネート樹脂（Ａ）とシリコーンゴム弾性体（Ｂ）の混合方法ならびにその順序
は、特に制限はなく、公知の混合機、例えばタンブラー、リボンブンレンダー、高速ミキ
サー等を用いて混合し、その後、通常の一軸または二軸押出機により溶融混練する方法等
があげられる。また、ポリカーボネート樹脂（Ａ）を用いてシリコーンゴム弾性体（Ｂ）
のマスターバッチを予め作成し、これをポリカーボネート樹脂（Ａ）に規定量混合してか
ら溶融混練することももちろん可能である。
【００２９】
　なお、混合時、必要に応じて公知の添加剤、例えばフェノール系またはリン系熱安定剤
［２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノール、２－（１－メチルシクロヘキシル）
－４，６－ジメチルフェノール、４，４′－チオビス－（６－ｔ－ブチル－３－メチルフ
ェノール）、２，２－メチレンビス－（４－エチル－６－ｔ－メチルフェノール）、ｎ－
オクタデシル３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート
、トリス（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル）フォスファイト、４，４′ビフェニレンジ
ホスフィン酸テトラキス（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル）等］、紫外線吸収剤［ｐ－
ｔ－ブチルフェニルサリシレート、２－（４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン
－２－イル）－５－［（ヘキシル）オキシ］－フェノール、２，２′－ジヒドロキシ－４
－メトキシベンゾフェノン、２－（２′－ヒドロキシ－４′－ｎ－オクトキシフェニル）
ベンゾトリアゾール、２－（２′－ヒドロキシ－５′－ｔ－オクチルフェニル）ベンゾト
リアゾール、２－（２－ヒドロキシ－３，５－ビス（α，α－ジメチルベンジル）フェニ
ル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾール等］、他の光拡散性粒子[炭酸カルシウム、硫酸バリウ
ム、クレー、カオリン、無定形シリカ、結晶型シリカ、コロイダルシリカ、フッ化カルシ
ウム、ガラス、白雲母、タルク、マイカ、水酸化アルミニウム、エポキシ樹脂、フェノー
ル樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン、ベンゾグアナミン・ホルムアルデヒド縮合樹
脂、ベンゾグアナミン・メラミン・ホルムアルデヒド縮合樹脂、架橋アクリル系樹脂、ウ
レタン樹脂、架橋ポリスチレン、メラミン樹脂とシリカからなる複合粒子、アクリルとシ
リカからなる複合粒子等]、離型剤［蜜蝋、グリセロールモノステアレート、モンタン酸
ワックス、ポリエチレンワックス、ペンタエリスリトールテトラステアレート等］、着色
剤［酸化チタンその他染顔料］、展着剤［エポキシ化大豆油、流動パラフィン等］、モノ
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リン酸エステル、難燃剤［臭素化ポリカーボネートオリゴマー、芳香族硫黄含有金属塩、
パーフルオロブタンスルホン酸金属塩、ポリテトラフルオロエチレン等］、さらに他の熱
可塑性樹脂、例えばポリスチレン、アクリロニトリル・スチレン共重合樹脂、無水マレイ
ン酸・スチレン共重合樹脂等のスチレン系樹脂、ポリエチレンテレフターレート、ポリブ
チレンテレフターレート、非晶性ポリエステル等を必要に応じて配合することができる。
【実施例】
【００３０】
　以下に本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はそれら実施例に限定される
ものではない。また、「部」は重量基準に基づく。
【００３１】
　実施例にて使用した材料の詳細は、以下のとおりである。
（Ａ）ポリカーボネート樹脂（以下、ＰＣと略記。）
　    住友ダウ社製カリバー２００－１３（分子量：２０５００）
（Ｂ）シリコーンゴム弾性体（以下、Ｓｉ－Ｅと略記。）
東レ・ダウコーニング・シリコーン社製トレフィルＥ－６０４
（平均粒子径：２μｍ）
（Ｃ）炭酸カルシウム（以下、ＣａＣＯ３と略記。）
丸尾カルシウム社製ＣＵＶＥ７ＯＡ（平均粒子径：６μｍ）
【００３２】
　表１に示す配合処方に基づき、各種材料をタンブラーでドライ混合した後、神戸製鋼製
３７ｍｍφ二軸押出機により２４０℃で溶融混合し、ペレット化を行った。得られた各種
組成物のペレットを用いて下記の測定を行った。
【００３３】
１．透過率
　得られたペレットを用いて、東芝機械製１００トン射出成形機により、溶融温度３００
℃の条件下、厚さ１、２および３ｍｍ部分を有する３段プレートを成型した。当該プレー
トの２ｍｍ厚みのところを用い、ヘーズメーター（村上色彩技術研究所製ＨＲ－１００）
により透過率Ｔ％を測定した。透過率Ｔ％が３５％以上を合格とした。
【００３４】
２．光拡散性
　上記１で用いたプレートの２ｍｍ部分を用い、自動変角光度計（村上色彩技術研究所製
ゴニオフォトメータＧＰ－１Ｒ）により光拡散性（Ｄ５０）を求めた。詳細な測定法は以
下のとおりである。
　自動変角光度計の光源からの直進光線を試験片の法線方向から当て、可動式受光器にて
透過光の強度を測定し、法線方向からの角度に対して透過率をプロットし、直進光透過率
の５０％の透過率になるところの角度（Ｄ５０）を求めた。単位は「度」であり、光拡散
性（Ｄ５０）が４５度以上を合格とした。
【００３５】
３．耐加水分解性
　得られたペレットを用いて、東芝機械製１００トン射出成形機により、溶融温度３００
℃の条件下、厚さ１、２および３ｍｍ部分を有する３段プレートを成型した。当該プレー
トを１２５℃×１００％相対湿度条件下、タバイエスペック社製のプレッシャークッカー
（ＴＰＣ－４１１）中で暴露し、1昼夜湿熱劣化させる。暴露前後の試験片をジクロロメ
タンに溶解し、ＮＯ．１濾紙を用いて溶解液中の不溶物をろ過する。この濾液をドライア
ップし、得られたポリマーの一定量（０．２５ｇ）をジクロロメタン５０ｍｌに溶解する
。キャノン・フェンスケ粘度計を用いてジクロロメタン希薄溶液の粘度を測定、シュネル
の式を用いてポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量を求めた。耐加水分解性の尺度とし
て、測定された暴露前後の粘度平均分子量を下記式に基づき算出した分子量低下量で表し
た。分子量低下量が３５００以下を合格とした。
分子量低下量：（暴露前のプレートの分子量）－（暴露後のプレートの分子量）
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【００３６】
４．アイゾット衝撃強度
得られたペレットを用いて、東芝機械製１００トン射出成形機により、溶融温度３００℃
の条件下、厚さ３．２ｍｍの衝撃強度測定用の試験片を成型した。この試験片を用いて、
ＡＳＴＭ Ｄ２５６規格に準じて測定温度２３℃におけるアイゾット衝撃強度を測定した
。アイゾット衝撃強度が５０Ｋｇ－ｃｍ／ｃｍ以上を合格とした。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　表１に示すとおり、それぞれの配合成分およびこれらの配合量が、本発明の構成要件を
満足するもの（実施例１、２）については、全ての評価項目にわたり規格を満足しており
合格であった。一方、本発明の構成を満足しないもの（比較例１、２、３）については、
それぞれ欠点を有していた。
【００３９】
　比較例１では、光拡散粒子の配合量が規定範囲の下限より少ないため、拡散度Ｄ５０が
不合格となった。
【００４０】
　比較例２では、光拡散粒子の配合量が規定範囲の上限を越えているため、透過率Ｔ％と
耐加水分解性（分子量低下量）が規格を満足しなかった。
【００４１】
比較例３では、光拡散粒子に炭酸カルシウムを配合した例であるが、光拡散性、耐衝撃性
、耐加水分解性（分子量低下量）が規格を満足しなかった。
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